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付 則      

 (改 訂 履 歴 ）     

訂 番  年 ・月 ・日  頁    承  認  
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シ ス テ ム 認 定 審 査 員 お よ び デ ー タ 検 証 員 遵 守 規 程  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  製 品 環 境 デ ー タ 集 積 シ ス テ ム 認 定 審 査 員 お よ び デ ー タ 検 証 員  (以 下 、

「 要 員 」 と い う )  が 遵 守 す べ き 事 項 を 定 め る 。  

 

 (倫 理 規 範 )   

第 ２ 条  要 員 は 、 エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル 倫 理 規 程 に 定 め る 倫 理 規 範 に 基 づ い

て 行 動 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 基 本 ）  

第 ３ 条  要 員 は 、 エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル プ ロ グ ラ ム の 目 的 に の っ と り 、 誠 意

を も っ て 業 務 を 推 進 し 、 社 団 法 人 産 業 管 理 協 会 へ の 信 頼 を 高 め る よ う 努

め な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 公 平 性 と 透 明 性 ）  

第 ４ 条  要 員 は 、 そ の 目 的 と 役 割 を 認 識 し 、 常 に エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル プ ロ

グ ラ ム の 公 平 性 お よ び 透 明 性 の 維 持 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 不 正 の 禁 止 ）  

第 ５ 条  要 員 は 、 エ コ リ ー フ 環 境 ラ ベ ル プ ロ グ ラ ム の 遂 行 を 通 し て い か な る

不 正 行 為 も 許 さ れ ず 、 倫 理 的 か つ 社 会 常 識 的 に 振 る 舞 わ な け れ ば な ら な

い 。  

 

（ 守 秘 義 務 ）  

第 ６ 条  要 員 は 、 業 務 を 通 じ て 知 り 得 た 公 開 さ れ て い な い 情 報 に 対 し 、 守 秘  

の 義 務 と 責 任 を 負 う 。  

１ ．  要 員 は シ ス テ ム 認 定 ま た は デ ー タ 検 証 の 申 請 者 に 係 わ る 情 報 を 、  

当 該 情 報 の 利 害 関 係 者 の 同 意 な し 第 三 者 に 開 示 し て は な ら な い 。  

２ ． 前 項 の 守 秘 期 間 は 無 期 限 と す る 。  

 

（ そ の 他 ）  

第 ７ 条  要 員 は 、 シ ス テ ム 認 定 審 査 ま た は デ ー タ 検 証 の た め に 、 相 手 先 企 業

等 に 立 ち 入 る 際 に は 、 相 手 先 の 社 内 規 程 を 遵 守 し 、 安 全 そ の 他 の 点 問 題

を 起 こ さ な い よ う に 留 意 す る こ と 。   

 

付 則 （改 訂 履 歴 ）   

 本 規 程 は 、 平 成 14 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 


